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熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第１５号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） （フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第７条 任期の定めが６箇月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当

は、６月１日及び１２月１日（以下これらの日を「基準日」という。）にそ

れぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員に対し、それぞれ基準日の属す

る月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以内

に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とす

る。 

第７条 任期の定めが６箇月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当

は、６月１日及び１２月１日（以下これらの日を「基準日」という。）にそ

れぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員に対し、それぞれ基準日の属す

る月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以内

に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とす

る。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２０   を乗じて得た

額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間を基準として

人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。 

４ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間を基準として人

事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

第８条～第１６条 （略） 第８条～第１６条 （略） 

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） （パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１７条 任期の定めが６箇月以上かつ１週間当たりの勤務時間が１５時間３

０分以上のパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給する。 

第１７条 任期の定めが６箇月以上かつ１週間当たりの勤務時間が１５時間３

０分以上のパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給する。 

２ 第７条の規定は、前項のパートタイム会計年度任用職員に対する期末手当

の支給について準用する。ただし、日額又は時間額により報酬を定めるパー

トタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額の算定については、任命権

者が人事委員会規則で定める基準に従い決定する。 

２ 第７条の規定は、前項のパートタイム会計年度任用職員に対する期末手当

の支給について準用する。ただし、日額又は時間額により報酬を定めるパー

トタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額の算定については、任命権

者が人事委員会規則で定める基準に従い決定する。 

第１８条～第２２条 （略） 第１８条～第２２条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 
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別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略） 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 


